
議案第６１号  

 

   東大阪市リージョンセンター条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市リージョンセンター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



東大阪市条例第  号  

 

東大阪市リージョンセンター条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市リージョンセンター条例（平成４年東大阪市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第７文化ホールの項を次のように改める。 

文 化 ホ ー ル  ９，５００円  ２，４００円  ３，８００円  ４，３００円  

 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



東大阪市リージョンセンター条例新旧対照表 

新 旧 

別表第７（第７条第２項・第１６条第１項関係） 別表第７（第７条第２項・第１６条第１項関係） 

近江堂市民プラザ利用料金 近江堂市民プラザ利用料金 

 

区分 全日 午前 午後 夜間 

  

区分 全日 午前 午後 夜間 

 

 

会議室Ａ～茶室 （略） 

  

会議室Ａ～茶室 （略） 

 

 

文化ホール ９，５００

円 

２，４００

円 

３，８００

円 

４，３００

円 

  

文 化

ホ ー

ル 

可動席使

用 

１１，２００

円 

２，８００

円 

４，５００

円 

５，０００

円 

 

   

可動席不

使用 

９，５００

円 

２，４００

円 

３，８００

円 

４，３００

円 

 

 

多目的ホール～美術工芸室 （略） 

  

多目的ホール～美術工芸室 （略） 

 

備考 （略）  備考 （略） 

 


